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      熊谷市農業委員会第２７回総会議事録 

 

１ 開会・閉会の日時及び場所 

(1) 開会の日時  令和５年１０月２７日（金）午後１時３０分 

(2) 閉会の日時  令和５年１０月２７日（金）午後２時５５分 

(3) 場   所  めぬま農業研修センター 大会議室 

 

２ 会議を組織する委員の定数 

(1) 定員数  ４７名（農業委員１９名 農地利用最適化推進委員２８名） 

(2) 現在数  ４６名（農業委員１９名 農地利用最適化推進委員２７名） 

 

３ 出欠席の状況及びその氏名   下記のとおり 

(1) 出席数   ３９名 

(2) 欠席数    ７名 

 

農業委員 

議席 出欠 氏  名 議席 出欠 氏  名 

１ 出 木村   進 １１ 出 田中 輝久 

２ 欠 森田  豊 １２ 出 柿沼 憲雄 

３ 出 塚田  修 １３ 出 笛木  清 

４ 出 大島  正 １４ 出 栗原 一森 

５ 出 関口 久夫 １５ 出 大鷲 利夫 

６ 出 木部 富次 １６ 出 大野 隆一 

７ 出 金井 和夫 １７ 出 水野  明 

８ 出 神沼 孝治 １８ 出 腰塚菜穂子 

９ 出 権田 久男 １９ 出 上山 豊明 

１０ 出 夏目 亮一 
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農地利用最適化推進委員 

議席 出欠 氏  名 議席 出欠 氏  名 

１ 出 中嶋 儀臣 １５ 欠 関口 明男 

２ 出 西田 茂夫 １６ 出 滝田 法明 

３ 出 根岸  勇 １７ 出 □田 正己 

４ 出 伊藤 由行 １８ 出 岡田 藤寛 

５ 出 野邊 八雄 １９ 欠 小崎 信明 

６ 出 福島 清一 ２０ 出 戸森 貫一 

７ 出 石井 芳夫 ２１ 欠 長谷川 隼男 

８ 出 稲村 文男 ２２ 出 坂本 三郎 

９ 出 菊地 修一郎 ２３ 欠 田沼 寛央 

１０ 出 漆原 秋夫 ２４ 欠 細田 文男 

１１  欠   員 ２５ 出 森  一男 

１２ 出 中島 正樹 ２６ 出 中川 登美夫 

１３ 欠 奥野  進 ２７ 出 林  和弥 

１４ 出 小澤 好則 ２８ 出 □野 福司 
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４ 議  事 

 

（１）議 案 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 
 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 
 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について（一時転用） 
 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集 
積計画について 

 
議案第５号 農地法第５条の規定による許可相当進達後の変更について 
 

（２）報 告 
 

報告事項（１） 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
 

報告事項（２） 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 
 

報告事項（３） 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 
 

報告事項（４） 農地法第１８条第６項の規定による通知について（合意 
解約） 

 
 
５ 招 集 者   熊谷市農業委員会会長 木部 富次 

 

６ 議事進行状況  別紙のとおり 
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事務局次長 

 

 

 

会長 

 

事務局次長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局次長 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただ今から熊谷市農

業委員会第２７回総会を開会いたします。 

それでは、はじめに、木部会長から御挨拶をいただきます。 

 

（ 会長あいさつ ） 

 

ありがとうございました。 

以降の進行につきましては、熊谷市農業委員会総会会議規則第４条

に、会長が議長となる旨、規定されておりますので、木部会長にお願

いいたします。 

 

それでは、着座のまま会議を進めさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

はじめに、本日の総会の委員の出席者数につきまして、事務局より

報告をお願いします。 

 

本日の出席は、農業委員は１９名中１８名であります。また、農地

利用最適化推進委員については２７名中２１名でございます。 

 

事務局より報告がありましたとおり、農業委員の過半数が出席して

おりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定によ

り、本日の総会は成立しました。 

続きまして、議事録署名委員の選出及び書記の任命について、お諮

りいたします。いかが取り計らいましょうか。 

 

（ 議長一任の声あり ） 

 

議長一任の声がありました。それでは、議事録署名委員については、

１８番、腰塚委員、１９番、上山委員にお願いいたします。 

また、書記には事務局職員を指名いたします。 

 

それでは、議事に入ります。本日、審議いたします案件は、 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について（一時転

用） 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地

利用集積計画について 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可相当進達後の変更につ

いて 

以上、５議案です。よろしく御審議願います。 

各議案については概要説明とさせていただき、短時間での審議とし

たいと思いますので、御協力をお願いいたします。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請人 

 

 

 

 

 

  

なお、本日は新規就農の方に出席をお願いしております。 

このため、議案第４号、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に

よる農用地利用集積計画についての議案を最初に審議いただきたい

と思いますが、御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、はじめに議案第４号、農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農用地利用集積計画についてを上程し、事務局の説明を

求めます。 

 

【事務局から議案第４号について概要を説明する。】 

 議案第４号、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地

利用集積計画について御説明いたします。 

議案書１１頁から３８頁、議案書資料５頁、本日配布した資料の営

農計画書を御覧ください。 

申請件数は、全１９６件、３７９筆、４３４，９０１．５９㎡です。 

内訳につきましては、議案書資料５頁の表のとおりです。 

今回の計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしているものと考えます。 

以上、御審議の程、よろしくお願いします。 

 

 事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

 特にございません。 

 

それでは、新規就農の方にお出でいただいておりますので、議案番

号６３５と６３６を先に審議致します。申請人の入室を認めます。 

 

（ 申請人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇氏 入室 ） 

 

本日は、お忙しいところ大変ご苦労様です。 

 新たに農業経営を行いたいとのことですが、営農計画などについて

説明をお願いします。 

 

 （ 新規就農者 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇氏 説明 ） 

 ただいま御紹介いただきました〇〇〇〇と申します。どうぞ宜しく

お願います。 

 それでは営農計画書に基づき説明させていただきます。まず、就農

の動機ですが、農業に魅力を感じ、この土地に住み、〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇指導を受け学んできました。今現在、○○○経営してい
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申請人 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大鷲農業委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。労働力は、〇〇〇〇〇〇〇です。これから〇〇〇〇〇〇〇従業

員も雇って大きくしていきたいと思っています。将来の目標ですが、

〇〇〇〇〇〇〇を目指し、年間を通して経営していきたいと思ってい

ます。以上です。よろしくお願いします。 

  

 どうもありがとうございました。 

 それでは申請人に対しまして、営農計画等について質疑等ございま

したらお願いします。質疑等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

 特に、質疑、意見等もないようです。 

 本日は大変ご苦労様でした。申請人は退室をお願いいたします。 

 

（ 申請人 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇氏 退室 ） 

 

 なお、本件につきましては大鷲委員が申請人と面談をしていただい

ておりますので、大鷲委員から報告をお願いいたします。 

 

 申請人から説明がありましたが、彼は〇〇〇〇〇です。このため、

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。し

かし、意気込んで営農を始めたいということ、また近所の農家の方が

できる限り指導していくとのことですので、これらを加味し御審議い

ただきたいと思います。 

 

 ありがとうございました。 

それでは、議案番号６３５と６３６について、質疑、意見等を求め

ます。質疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に、質疑、意見等もないようですのでこれより採決いたします。 

議案第４号における議案番号６３５と６３６について、本案を承認

するに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手 全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、承認すべきものと決しま

した。 

続きまして、議事参与の制限に係る案件がございますので、先に審

議いたします。 

 

議案番号５９２については、借受人が○○委員でありますので、〇
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇委員は一時退席をお願いいたします。 

 

（ ○○委員 退席 ） 

 

それでは、議案番号５９２について、質疑、意見等を求めます。質

疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に、質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第４号における、議案番号５９２について、本案を承認するに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手 全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認すべき

ものと決しました。○○委員は、入室をしてください。 

 

（ ○○委員 入室 ） 

 

続きまして、議案番号６３３については、借受人が○○○○○○〇

○○でありますので、○○委員は一時退席をお願いいたします。 

 

（ ○○委員 退席 ） 

 

それでは、議案番号６３３について、質疑、意見等を求めます。質

疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に、質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第４号における議案番号６３３について、本案を承認するに賛成

の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手 全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認すべき

ものと決しました。○○委員は、入室をしてください。 

 

（ ○○委員 入室 ） 

 

続きまして、議案番号７４０から７４２については、借受人が○○

委員でありますので、○○委員は一時退席をお願いいたします。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

（ ○○委員 退席 ） 

 

それでは、議案番号７４０から７４２について、質疑、意見等を求

めます。質疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に、質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第４号における議案番号７４０から７４２について、本案を承認

するに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手 全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認すべき

ものと決しました。○○委員は、入室をしてください。 

 

（ ○○委員 入室 ） 

 

続きまして、ただいま審議いたしました新規就農及び議事参与の制

限に係る案件以外について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等

ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に、質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第４号における、新規就農及び議事参与の制限に係る案件以外

について、本案を承認するに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手 全員 ） 

 

挙手全員です。よって本案については、原案のとおり承認すべきも

のと決定しました。 

 

次に、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請についてを

上程し、事務局の説明を求めます。 

 

【事務局から議案第１号について概要を説明する。】 

議案書は１頁、議案書資料についても 1頁から、また本日配布いた

しました追加資料を御覧ください。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請については全 1２

件の申請で、取引額、現地確認等は資料に記載してあるとおりです。 

全案件とも譲受人の経営する農地は適正に管理されており、機械の
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有状況、従事日数等から、今後についても効率的に利用されていく

ものと思われ、農地法第３条第２項の各号については、全件、許可要

件の全てを満たしております。 

ここで議案番号１について、追加の説明をさせて頂きます。本日追

加しました議案第１号に関する補足説明資料を御覧ください。これは

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇を目的とした

一時転用の申請が許可相当となり〇〇〇〇〇埼玉県から許可され〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇ま

でに、農地に復元して返却することを確約しています。このため、〇

〇〇〇〇〇〇〇が実際に耕作できるのは、〇〇〇〇〇〇〇〇〇からと

なります。受人は〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇について承知して

おり、また、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇しています。 

農地法の基準では、「・・・耕作に供することが可能となる時期が

１年以上先である場合には、所有権の取得を認めないことが適当・・・」

とされています。逆を言えば、１年以内に耕作に供することが確実で

あれば、農地法第３条に係る所有権の取得を許可することができる、

と解釈することができます。 

このため、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇して、議案番号１のみ〇〇〇〇

〇〇〇○○に許可とすることで御提案いたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

議案番号３、５について質問を受けたので報告します。 

３、５とも宅地と一緒に購入するものですが、宅地の面積や建物の

用途について教えてほしい、という御質問です。 

議案番号３について隣の宅地は５３０㎡、元々あった建物は取り壊

されており、更地で使う予定と聞いております。 

議案番号５については隣の宅地は５７０㎡、平屋建ての住宅が残っ

ており、この住宅に引っ越してきて、隣の畑（今回の申請地）を家庭

菜園用に使う計画です。 

説明は以上です。 

 

 それでは、事務局説明にありましたとおり、議案番号１については

許可日を○○○○○としたいとのことですので、別に審議いたしま

す。議案番号１について質疑、意見等を求めます。質疑、意見等ござ

いませんか。 

 

 （ なしの声 ） 

 

特に、質疑、意見等もないようですのでこれより採決いたします。

議案第１号における議案番号１について、〇〇〇〇〇〇〇〇〇を許可
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

日として、本案を許可するに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手 全員 ） 

 

 挙手全員です。よって、本案については、許可すべきものと決しま

した。 

続きまして、議案番号１以外の案件について、質疑、意見等を求め

ます。質疑、意見等ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に、質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請についてにおけ

る、議案番号１以外の案件について、本案を許可するに賛成の委員の

挙手を求めます。 

 

（ 挙手 全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可すべき

ものと決しました。 

 

次に、議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請についてを

上程し、事務局の説明を求めます。 

 

【事務局から議案第２号について概要を説明する。】 

議案書の５頁から９頁、議案書資料の３頁から４頁を御覧くださ

い。 

議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請については全１３

件。内訳は、「自己用住宅」１０件、「分譲住宅」１件、「賃貸住宅」

１件、「資材置場の敷地拡張」１件です。 

農地区分や申請事由等は、議案書資料に記載のとおりです。以上、

御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

事前に質問を２つ、いただいております。 

１点目は、議案番号５について、「申請地が農地であることが判明

したのでとあるが、具体的にご教示願いたい。」との質問をいただき

ました。これにつきましては、○○にお住まいの譲渡人が○○により

取得した土地建物を○○するに際し、土地の公簿上の地目が畑であっ

たことから、追認での許可を申請し、併せて所有権移転を行うもので

す。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

通常、追認の手続きは、自身の土地の違反に気付き、是正のための

４条の追認のケースが多いですが、今回は所有権移転を伴うため、５

条の追認となります。数年前にも同様のケースが１度ありましたが、

大里農林振興センターに事前確認を行い、了解を得ていることを申し

添えます。 

２点目は、議案番号６について、「○○○○の拡張だが、現在の〇

〇〇〇の面積と拡張部分の用途」について御質問をいただきました。 

 現在の○○○○の面積は○○○○㎡、申請地の○○○㎡と併せて、

全体で○○○○㎡になります。用途については、土地利用計画図によ

り、○○○○となっています。 

 説明は以上です。 

 

それでは、本案について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等

ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請について、本案を

許可相当とするに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手 全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可相当と

すべきものと決しました。 

 

次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について（一

時転用）を上程し、事務局の説明を求めます。 

 

【事務局から、議案第３号について概要を説明する。】 

議案書の１０頁を御覧ください。議案第３号、農地法第５条の規定

による許可申請（一時転用）については、「公共工事の為の資材置場

及び駐車場」１件です。 

御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

事前質問を１つ、いただいておりますのでお答えします。「一時転

用の期間及び理由について」ですが、期間については、○○○○○○

○までの約○○○○。理由については、○○○○○○○○○○〇○○

○工事で、○○○○○○○工事に伴う○○○○○○の置場を計画して

います。以上です。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、本案について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等

ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第３号、農地法第５条の規定による許可申請について（一時転

用）、本案を許可相当とするに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（ 挙手 全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可相当と

すべきものと決しました。 

次に、議案第５号、農地法第５条の規定による許可相当進達後の変

更についてを上程し、事務局の説明を求めます。 

 

【事務局から議案第５号について概要を説明する。】 

 議案書の３９頁を御覧ください。議案第５号、農地法第５条の規定

による許可相当進達後の変更については、全１件となります。 

本件は令和５年６月２８日に開催いたしました第２３回の総会に

おいて審議し、許可相当として埼玉県に進達した案件でございます。

進達後に埼玉県から権利の内容が使用貸借権の設定であるにも関わ

らず、貸人及び借人双方に同一人物の記載があることについて不適当

との指摘を受けました。この指摘を受け、譲受人を議案書に記載のと

おり単独に変更し、その変更について改めて御承認いただけるか諮る

ものでございます。なお、譲受人の変更以外の変更はございません。 

以上、御審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 事務局の説明が終わりました。本案について、事前に事務局に提出

されている質疑等ありますか。 

 

 特にございません。 

 

それでは、本案について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見等

ございませんか。 

 

（ なしの声 ） 

 

特に、質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。 

議案第５号、農地法第５条の規定による許可相当進達後の変更につ

いて、本案を承認するに賛成の委員の挙手を求めます。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏目会長職務代理 

 

事務局次長 

 

（ 挙手 全員 ） 

 

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認すべき

ものと決しました。 

 

 以上で、全議案の審議が終了いたしました。 

続きまして、報告事項（１）から（４）につきましては、「熊谷市

農業委員会事務専決規程」に基づき、専決処分済みの事項であります

ので、御了承をお願いいたします。 

 

以上で本日の議案、報告、すべて終了いたしましたので、議長の職

を解かせていただきます。ありがとうございました。 

 

木部会長、ありがとうございました。 

次に次第の６、その他に移らせていただきます。 

 

【地域計画策定に係る地元話し合いについて、農業経営基盤の強化

の促進に関する基本的な構想について、１１月１８日開催産業祭につ

いて（農業政策課）、農業委員、農地利用最適化推進委員の改選につ

いて、令和５年度農地パトロールの実施結果について（農業委員会事

務局）をそれぞれ説明。続いて、令和６年度総会開催場所について承

認、１１月１８日開催産業祭詳細、食と農林業ドリームフェスタ、農

業大学校祭、大里農林振興センターだよりについて報告】 

 

事務局からは以上ですが、皆様から何かありますでしょうか。 

 

（ なしの声 ） 

 

それでは、閉会のあいさつを夏目会長職務代理にお願いいたしま

す。 

 

 （ 閉会のあいさつ ） 

 

ありがとうございました。 
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